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グ
レ
イ
ト
・
オ
ー
モ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
小
児
病
院
（
⑦
用
具

○
吋
目
○
且
理
３
９
国
○
の
豆
国
民
○
円
望
烏
の
亘
己
吊
邑
）
は
、
一
八

五
二
年
、
内
科
医
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
エ
ス
ト
（
ｏ
ｇ
１
①
の
尋
①
の
こ
ら

に
よ
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
病
め
る
子
供
達
を
対
象
と
し
て
設
立
さ
れ

た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
の
小
児
病
院
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は

一
九
世
紀
に
入
る
と
専
門
特
化
型
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル

が
数
多
く
設
立
さ
れ
た
が
、
小
児
病
院
の
設
立
は
、
そ
の
中
に
お

い
て
も
、
ま
た
ョ
－
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
小
児
病
院
設
立
の
年

と
比
較
し
て
も
決
し
て
早
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
子
供
の
ぎ
め
亘
国
房
呂
○
コ
と
は

ぎ
匡
邑
呂
凋
９
８
詳
里
（
捨
子
養
育
院
）
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
た
．
そ
こ
は
、
病
気
に
な
れ
ば
看
病
は
受
け
る
が
適
切
な
医
療

が
施
さ
れ
る
場
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
子
ど
も
の
一
般
病
院
へ
の

19

グ
レ
イ
ト
・
オ
ー
モ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト

小
児
病
院
の
設
立
に
つ
い
て柳

澤
波
香

入
院
は
、
母
親
と
の
隔
離
に
繋
が
り
、
情
操
上
よ
く
な
い
と
い
う

意
見
が
根
強
く
、
子
供
の
入
院
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
ロ
ン
ド

ン
の
聾
．
国
冑
昏
○
さ
日
①
言
〕
の
病
院
で
は
母
親
が
病
院
で
亡
く
な

っ
た
と
き
の
み
、
そ
の
子
が
七
歳
に
達
す
る
ま
で
病
院
に
「
収
容
」

し
た
。
子
供
の
病
気
の
手
当
は
年
長
婦
人
な
ど
の
知
恵
に
頼
る
傾

向
が
あ
り
、
手
遅
れ
と
な
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ョ

－
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
パ
リ
（
一
八
○
二
年
）
、

ウ
ィ
ー
ン
二
八
三
七
年
）
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
二
八
三
九
年
）
、
ベ
ル
リ

ン
及
び
ト
リ
ノ
（
一
八
四
三
年
）
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
（
一
八
四
五
年
）

な
ど
で
小
児
病
院
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、

一
八
世
紀
後
半
に
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
医
師
が
『
子
供
の
た
め
の

診
療
所
」
を
設
立
、
ま
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
エ
ス
ト
医
師
自
ら
も

「
子
供
と
婦
人
の
た
め
の
診
療
所
』
を
当
時
開
設
し
て
は
い
た
が
、

こ
れ
ら
は
入
院
設
備
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

各
地
で
小
児
病
院
が
建
設
さ
れ
始
め
る
の
は
一
九
世
紀
後
半
以
降

で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
小
児
病
院
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
中
で
は

後
発
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
が
産
業
資

本
主
義
の
絶
頂
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
深
い
。
児
童
は
安
い
労

働
力
と
し
て
劣
悪
な
環
境
で
長
時
間
酷
使
さ
れ
て
い
た
。
一
八
四



365 日本医史学雑誌第48巻第3号(2002)

四
年
の
工
場
法
の
制
定
に
よ
り
児
童
労
働
者
の
雇
用
に
一
定
の
制

限
が
設
け
ら
れ
た
が
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
医
学
的
環
境
に
関
し

て
は
一
九
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
殆
ど
配
慮
さ
れ
る
こ
と
も
な

く
、
殊
に
下
層
階
級
の
子
供
の
窮
状
は
苛
酷
を
極
め
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
ウ
エ
ス
ト
医
師
ら
が
ョ
１
ロ
ッ
パ
大

陸
の
小
児
病
院
を
視
察
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
小
児
病
院
を
設
立

す
る
必
要
性
を
認
識
し
、
一
八
五
二
年
、
医
師
と
医
師
以
外
の
篤

志
家
の
支
援
を
得
て
ロ
ン
ド
ン
の
⑦
吊
胃
○
吋
ョ
○
且
聾
３
２
四

九
番
地
に
、
ベ
ッ
ド
数
一
○
床
の
小
児
病
院
（
⑦
吊
禺
○
吋
ｇ
ｏ
且

聾
吊
２
国
３
且
国
民
自
盟
烏
○
巨
号
ｇ
ゞ
以
下
の
○
ｍ
国
と
称
す
）

を
設
立
し
た
。
貧
し
い
子
供
の
厳
し
い
現
実
を
描
い
た
文
豪
デ
ィ

ヶ
ン
ズ
は
⑦
○
ｍ
国
の
有
力
支
援
者
で
、
彼
の
呼
び
か
け
に
よ
り

病
院
に
は
多
く
の
寄
付
金
が
寄
せ
ら
れ
た
。

設
立
か
ら
二
○
数
年
間
は
病
床
数
及
び
看
護
上
の
事
由
か
ら
入

院
は
二
歳
以
上
一
二
歳
以
下
の
慢
性
及
び
急
性
疾
患
の
患
児
に
限

定
さ
れ
、
二
歳
未
満
の
患
児
は
外
来
診
療
の
み
と
さ
れ
た
。
子
供

に
は
外
科
的
処
置
で
は
な
く
内
科
的
処
置
を
施
す
べ
き
、
と
い
う

医
師
の
考
え
か
ら
手
術
は
当
初
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
面
会
は
感

染
を
危
愼
し
、
制
限
、
或
い
は
完
全
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
・
の
○
の
国

で
は
子
供
の
疾
病
に
関
す
る
治
療
の
他
、
設
立
時
よ
り
診
療
方
針

の
一
環
と
し
て
母
親
へ
の
助
言
を
行
な
っ
た
。

一
八
七
○
年
代
に
入
る
と
、
病
床
数
が
一
二
○
床
へ
と
増
加

し
、
二
歳
未
満
の
患
児
も
入
院
可
能
と
。
な
っ
た
。
ま
た
消
毒
及
び

麻
酔
の
技
術
の
向
上
に
よ
り
小
児
に
対
し
て
も
手
術
が
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
一
八
九
○
年
に
は
８
円
目
侭
号
８
貢
①
が
完
成

し
た
・
の
○
の
国
は
設
立
時
よ
り
医
学
生
に
小
児
疾
患
の
知
識
を
習

得
さ
せ
る
機
関
と
し
て
の
役
割
も
あ
り
、
教
育
病
院
と
し
て
の
こ

の
小
児
病
院
に
は
症
例
も
多
く
集
ま
り
小
児
科
学
の
確
立
に
貢
献

し
た
。イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
八
六
○
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て

小
児
病
院
が
各
地
で
設
立
さ
れ
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
は
社

会
的
、
医
学
的
に
変
容
し
て
い
っ
た
。

（
東
京
都
新
宿
区
）


